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2.7 
0.9 

18.9 
3.6 

0.9 
5.4 

3.6 
11.7 

14.4 
37.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 
その他 

労働組合活動 
趣味やスポーツ団体活動 

宗教活動 
消費者運動、生活協同組合活動 

市民活動 
学習グループ活動 

子ども会、婦人会、ＰＴＡ活動 
ボランティア活動 

町内会、自治会活動 

 

5.2 
1.7 

20.7 
3.4 

0.0 
5.2 

0.0 
6.9 

12.1 
44.8 

0.0 
0.0 

17.0 
3.8 

1.9 
5.7 
7.5 

17.0 
17.0 

30.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 
その他 

労働組合活動 
趣味やスポーツ団体活動 

宗教活動 
消費者運動、生活協同組合活動 

市民活動 
学習グループ活動 

子ども会、婦人会、ＰＴＡ活動 
ボランティア活動 

町内会、自治会活動 

男性 女性 

社会参加について 
 

・ 仕事以外でどんな社会活動に参加しているかを聞いたところ、全体で「町内会・自

治体活動」が最も高い割合で37.8％であった。次いで「趣味やスポーツ団体活動」

18.9％、「ボランティア活動」14.4％、「子ども会・婦人会・ＰＴＡ活動」11.7％の

順であり、旧釧路市調査と同様であった。 

  各項目の男女別割合をみると、「町内会・自治体活動」は男性44.8％、女性30.2％、

と男性の方が高い割合を示し、「子ども会・婦人会・ＰＴＡ活動」は男性6.9％、女

性17.0％と女性の方が高い割合を示した。 

 

・ 「男女共同参画社会基本法」など知っている言葉について聞いたところ、女性は「育

児介護休業法」20.3％、「ＤＶ防止法」18.4％、「男女雇用機会均等法」17.7％の順

で高い割合を占め、男性は「男女雇用機会均等法」24.1％、「育児介護休業法」19.0％、

「ＤＶ防止法」17.2％の順であった。 
 

問３１ あなたは仕事以外にどのような社会活動に参加されていますか。（複数回答） 

全体 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
男女別 
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6.0 
0.0 

3.0 
13.4 

6.0 
3.0 

4.5 
7.5 

4.5 
3.0 

0.0 17.9 
17.9 

13.4 

4.1 
0.0 

5.5 
13.7 

2.7 
1.4 
1.4 

6.8 
11.0 

16.4 0.0 

15.1 
11.0 
11.0 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 
わからない 

その他（具体的に） 
地域社会への参加 
労働の正当な評価 

子どもの時からの男女平等教育 
職業能力の育成 

女性関連の法律や制度の改正 
家事労働の正当な評価 

「女なら～べきだ」といった通念の改善 
雇用の拡大と経済的な自立 

団体・サークルへの参加 
男性の理解と協力 

女性自身の自覚 
労働時間・労働条件の変更 

男性 女性 

 

4.2 
0.0 

16.9 
7.0 

9.9 
1.4 

0.0 
2.8 

1.4 
12.7 

1.4 
4.2 

18.3 
19.7 

7.5 
0.0 

3.0 
4.5 

6.0 
1.5 

4.5 
4.5 

7.5 
13.4 

0.0 
11.9 

13.4 
22.4 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 
わからない 

その他（具体的に） 

労働の正当な評価 
地域社会への参加 

職業能力の育成 
子どもの時からの男女平等教育 
暴力的・ポルノ的文化の見直し 
家事労働の育成と生活の自立 

「男なら～べきだ」といった通念の改善 
雇用の拡大と経済的な自立 

団体・サークルへの参加 
女性の理解と協力 

男性自身の自覚 
労働時間・労働条件の変更 

男性 女性 

問３２ 女性がおかれている社会的条件の改善のために、今後どのようなことが必要

と思われますか。（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問３３ 男性がおかれている社会的条件の改善のために、今後どのようなことが必要

と思われますか。（複数回答） 
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（ＤＶ防止法） 

 

2.6 
24.1 

4.3 
2.6 

17.2 
0.0 

0.9 
6.0 

10.3 
19.0 

12.9 

0.6 

17.7 
4.4 

6.3 

18.4 
3.8 

1.3 
6.3 

8.9 
20.3 

12.0 

0% 10% 20% 30% 
見たり聞いたりしたものはない 

男女雇用機会均等法 
くしろ男女共同参画プラン 

北海道男女平等参画推進条例 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 
ポジティブ・アクション（積極的改善措置） 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康・権利） 

ジェンダー 
女子差別撤廃条約 

育児介護休業法 
男女共同参画社会基本法 

男性 女性 

問３４ 次の言葉のうち、見たり聞いたりしたことがあるものを、いくつでもお選び

ください。（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


